
 

 

国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構 

保健管理センター規則 

 

                                                 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日  

規 則 第 １ ５ ８ 号  

 

（趣旨） 

第１条  この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構

規則（平成２５年規則第４３号。以下「機構規則」という。）第３条第３項

の規定に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学学生支援・保健管理機構保

健管理センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な

事項を定めるものとする。  

 

（目的） 

第２条 センターは、本学の保健管理の充実を図るための専門的業務を行うとともに、学

生の健康の保持増進を図ることを目的とする。 

 

 （センターの業務） 

第３条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 保健管理計画の企画立案 

 (2) 定期及び臨時の健康診断並びに事後措置 

 (3) 健康保健に関する相談及び指導・助言 

 (4) 精神保健に関する相談及び指導・助言 

 (5) 本学の環境衛生及び感染症予防についての指導・助言 

 (6) 保健管理の充実向上のための調査研究・知識の普及 

 (7) その他保健管理について必要な専門的業務 

 

 （職員） 

第４条 センターに、機構規則第３条第２項に定めるセンター長のほか、次の職員を置く。 

 (1) 副センター長 

(2) 教員 

(3) 学校医 

(4) 医療技術職員 

２ 副センター長は、教員又は医療技術職員をもって充て、任期は２年とし再任を妨げな

い。任期途中で欠けた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 副センター長の選考は、センター長が候補者を学生支援・保健管理機構運営委員会に

推薦し、委員会において行う。 

 

 



 

 

４ 学校医の任期は、４月１日から翌年の３月３１日までの間とし、学長が委嘱する。 

 

 （職員の職務） 

第５条 センター長は、センターの業務を統括する。 

２ 副センター長は、センターの業務を掌理しセンター長の職務を補佐する。 

３ 教員は、センター長の命を受けセンターの業務を分掌する。 

４ 学校医は、保健管理に必要な専門的業務に従事する。 

５ 医療職員は、保健管理に必要な技術的職務に従事する。 

 

 （分室の設置） 

第６条 教養部における学生に係るセンターの業務を行なうため、教養部に保健管理セン

ター分室（以下「分室」という。）を置く。 

２ 分室に分室長を置き、センター専任の教員の中からセンター長が命ずる。 

３ 分室長は、分室の業務を処理する。 

 

 （センターの事務） 

第７条  センターの事務は、学生支援・保健管理機構事務部学生支援事務室に

おいて処理する。  

２  分室の事務は、学生支援・保健管理機構事務部学生支援事務室が、教養部

事務部の協力のもとに処理する。  

 

 （雑則）  

第８条  この規則に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な

事項は、学生支援・保健管理機構運営委員会の議を経て、学生支援・保健管

理機構長が別に定める。  

 

   附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 附 則（平成１９年３月６日規則第３号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年９月２９日規則第４８号） 

 この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年７月７日規則第３８号） 

 この規則は、平成２１年７月７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２３年４月１５日規則第５３号） 

 この規則は、平成２３年４月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則４５号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年７月１日規則第１１１号） 



 

 

この規則は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成３１年１月３０日規則１０号） 

この規則は、平成３１年１月３０日から施行し、平成３０年６月１日から適用する。 

 


